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はじめに︓近年のバス産業について

利用者

サービス利用/
提供関係

事業費補助
享受/提供関係

安全機器等費補助
享受/提供関係

連携

本社営業所

運転手 運行管理者

バス車両

バス事業者

地方公共団体

許認可・事業監督

地域交通政策立案・推進

収入（利用者数・利用者単価等）が増えない
バス事業者の

課題
慢性的な人材不足、人材の高齢化

運転者/運行管理者/整備管理者の業務負担が大きい

運転者の採用や育成が難しい

業界団体

関連民間企業

情報提供等

検索アプリ提供者、
車両メーカ、機器メーカ等

調達/提供関係

【バス事業者を取り巻く環境の概要】

 バス事業者は公共交通分野の中核であり、地域を⽀える基盤。
 COVID-19流⾏以前より収⽀改善や⽇常業務負担改善が課題。⾃助での解決が極めて難しい状況。
 この状況への対策として、⾏政の⽴場から国⼟交通省も、バス事業者の中⻑期的なデジタル化を推進中

であると理解。(2021年度上期にデジタル化推進調査を実施。下期から事業者との実証を実施予定。)
 また、「国⼟交通省デジタル・ガバメント中⻑期計画」(2020年3⽉策定)に基づき、「⼀般旅客⾃動⾞運

送事業の事業計画の変更の届出」を含む⼿続きの添付書類撤廃・省略が⽬指されていると理解。
➡これら国⼟交通省における取組に資する事項の1つとして、今回提⾔させていただく。
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今回の要望内容

旅客⾃動⾞運送事業における国交省への申請に関して、以下を提⾔させていただいた。
①事業許可申請および変更認可申請⼿続きを電⼦化すること
②申請内容をマシンリーダブル、かつGTFS-JP（共通フォーマット）を活⽤した形式とすること

No. 75. 交通関連データの集積に向けた共通フォーマットの活⽤
＜要望内容・要望理由＞
モビリティ分野においては、MaaS（Mobility as a Service）をはじめとして、交通データを駆使した新たなサービスの登場が期待されており、その実現に向けた交通関
連データの集積・共有が喫緊の課題となっている。
これに関連して、国⼟交通省では、2016年に「標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）」を導⼊し、バス運⾏各社が有する路線図や時刻表、運賃、運⾏情報等
のデータを共通フォーマットで公開するように推進してきた。しかし、これらバス運⾏各社はじめ⼀般旅客⾃動⾞運送事業者が国⼟交通省に対して許可申請や事業計
画の変更申請を⾏う際には、このGTFS-JPは活⽤されておらず、申請⼿続は現在も書⾯で⾏われている。また、「デジタル・ガバメント実⾏計画」（2020年12⽉25⽇
閣議決定）では、変更申請のみ汎⽤受付システム上でのオンライン化対象とされているが（⼿続ID35941）、同受付システムはGTFS-JPに対応していない。
そこで、交通関連データの集積に向けて、⼀般旅客⾃動⾞運送事業者の許可申請および事業計画の変更申請について、GTFS-JPによるデータ添付が可能な形での
電⼦申請を早期に実現すべきである。
これにより、GTFS-JPの普及が促進されるとともに、国⼟交通省にGTFS-JPデータを集積することが可能となり、将来的な交通データプラットフォームの基盤になることが
期待できる。
＜根拠法令等＞
道路運送法第5条、第15条
デジタル・ガバメント実⾏計画（2020年12⽉25⽇閣議決定）

【補⾜】 なお、GTFS-JPの活⽤促進には繋がらないため今回の要望には含んでいな
いが、将来的には「輸送実績報告書」(旅客⾃動⾞運送事業等報告規則 第2条に
基づく)に係る⾏政⼿続きについても電⼦化できると良い。

今回の要望で特に
重要なポイント

（単なる⼿続き電
⼦化ではない）
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要望の背景

現状、バス事業者側、⾏政側の双⽅に⼤きな業務負担が⽣じている。バス事業者側ではデジタル化が進みつ
つあるため、その機運に合わせ、⾏政⼿続きのデジタル化を⾏うことは有益と考えられる。

バス事業者

国交省
（各地の運輸局・運輸⽀局）

 事業規模の違いに関わらず、申請⼿続きに係る負荷が⼤きい
（例）前橋市の永井運輸のH30実績

・申請件数︓年間31件
・提出紙量︓200枚×6部（※申請内容による）
・申請に係る業務時間︓年間700時間

 事業者内では、デジタル化を伴う経営・業務改⾰、利⽤者サービス向上が進
みつつある（経営・業務の可視化、GTFS-JP活⽤、キャッシュレス対応等 ）

 バス事業者から提出される膨⼤な数の申請について、様式を⽬視確認するこ
とは職員にとって負担

 審査を完了させるまでに相当⽇数を要してしまう
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バス事業に関連するステークホルダ概況

利⽤者 バス事業者
交通⼿段の提供

検索アプリ
提供者

⾃治体
地域の交通計画

国交省
(運輸局・⽀局)
事業の許認可

GTFSに基づくデータ
(路線/時刻表/運賃)

乗換検索
時刻表

乗⾞
運賃⽀払(ICカード等)

補助⾦申請
実績報告

交通計画
(に基づく委託)

補助⾦

許認可申請
事業/輸送実績報告
補助⾦申請

事業監督
補助⾦

近年、急速に電⼦化
が進⾏しつつある状況

まだまだアナログ
な⼿法がとられ

ている状況

今回の
要望

警察/道路管理者
バス停の設置許可

道路占有申請
道路(幅員)証明申請

道路占有許可
道路(幅員)証明

地域公共交通
会議等

交通計画の調整

協議結果

路線や運賃の協議
まだまだアナログ
な⼿法がとられ

ている状況

バス事業に関連するステークホルダを俯瞰した場合、⾏政接点についてはまだまだアナログな状況。
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【参考】標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP)とは

GTFS（General Transit Feed Specification）-JPで整備・公開できるデータには、路線、時刻、運賃が
含まれる。このデータに基づき、バス利⽤者にとって使いやすい、わかりやすい経路検索サービス等が提供されて
いる。

GTFS-JP利⽤によるバス事業者への主なメリット
 オープンデータを通じ、より多くの経路検索サービス

等に掲載されやすくなる
 ⼩規模バス事業者やコミュニティバスも対象

 バスロケや運⾏状況といったリアルタイム情報を経路
検索時に追加掲載するための下地を作ることができ
る

 外部へのデータ提供⽅法の⼀本化、デジタル化促
進による事業者業務の効率化

図の出典︓地域公共交通の制度財源検討会（第14回）東京⼤学伊藤昌毅准教授資料より
参考 ︓2019年10⽉16⽇ 国⼟交通省総合政策局 モビリティサービス推進課 “「標準的なバス情報フォーマット」について”より

2020年8⽉5⽇ 第１回 GTFS-JPに関する検討会 公共交通利⽤促進ネットワーク 伊藤浩之⽒講演資料より

GTFS-JPの範囲 GTFS-RTの範囲

経緯
 世界標準の公共交通データフォーマット（GTFS）

と互換性を確保するとともに、⽇本のバス事業者固
有事情も加味して整備。（2017年）

 バス事業者⾃⾝が簡単に情報設定できるように、
シンプルなテキストファイル群で構成。

 将来的に国交省への申請にも活⽤できるよう、拡
張仕様を設計。
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【参考】標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP)の導⼊状況①
2021年6⽉時点で371事業者が導⼊している。（※乗合バス事業者に限らない）

出典︓
地域公共交通の制度財源検討会（第14回）
東京⼤学伊藤昌毅准教授資料より
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【参考】標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP)の導⼊状況②
近年、乗換検索対応による利⽤者利便向上を⽬的に、急速にGTFS-JP対応が進んでいる。

出典︓
地域公共交通の制度財源
検討会（第14回）
東京⼤学伊藤昌毅准教授

資料より
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現在の、乗合バス事業者から国交省への⼿続き
No. 事業区分 提出書類 提出時期 提出先 提出方法 標準事務処理時間

1 事業許可申請
(道路運送法第5条)

申請書
 事業者の情報（名称・住所等)

事業計画

 路線（起終点・キロ程・経過地）
 停留所の名称、位置、停留所間の距離
 主たる事務所及び営業所の名称、位置
 営業所に配置する事業用自動車の数
 自動車車庫の位置及び収容能力
 資金/経費計画
 路線図

運行計画

 運行系統/回数/時刻/運賃
 運行管理/整備管理体制
 運転者/勤務体制

新規に事業を行う際 管轄の運輸支局 紙 3か月

2 変更認可申請
(道路運送法第15条)

(内容は事業許可申請と同じ) 変更が生じた際 管轄の運輸支局 紙 路線の新設：3か月
運賃上限：3か月
それ以外：2か月

3 実績報告
(旅客自動車運送事業
等報告規則第2条)

事業報告書

 事業概況報告書
 一般旅客自動車運送事業損益明細表
 一般旅客自動車運送事業人件費明細表
 固定資産明細表
 損益計算書
 貸借対照表

毎事業年度の
経過後100日以内

管轄の運輸支局 紙または
e-gov（Excel）

－

4 輸送実績報告書

＜路線定期運行、路線不定期運行＞
 一般乗合旅客自動車運送事業輸送実績報告書
 運行系統別輸送実績報告書
 運行系統図

＜区域運行＞

 一般乗合旅客自動車運送事業（区域運行）輸送実績報告
書
 営業区域別輸送実績報告書

前年4月１日から3月31日までの
期間に係るものを5月31日まで

※事業者によっては月次で輸送
実績等を報告

管轄の運輸支局 紙または
e-gov（Excel）

－

5 要素別原価報告書 （対象の事業者のみ） 前年4月１日から3月31日までの
期間に係るものを6月末日まで

バス協経由で
管轄の運輸支局

Excel －

6 移動等円滑化実績等報告書 No.4に同じ 管轄の運輸支局 紙 －

GTFS-JPに基づくデータで代替で
きると思われる情報(⾚書き)

今回の要望範囲
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【参考】乗合事業の許認可申請・届出⼀覧①

出典︓中部運輸局ホームページ 令和3年3⽉ 乗合事業申請書作成の⼿引き
（https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jikou/noriai/shinseisho-sakuseitebiki.pdf）
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【参考】乗合事業の許認可申請・届出⼀覧②

出典︓中部運輸局ホームページ 令和3年3⽉ 乗合事業申請書作成の⼿引き
（https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jikou/noriai/shinseisho-sakuseitebiki.pdf）
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【参考】申請書類の内容

出典︓
関東運輸局ホームページより
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国交省への⼿続きにおける課題とあるべき姿

申請準備 申請書作成 提出 審査・許認可

バス事業者 国交省(運輸局・⽀局)

現状
（課題）

あるべき姿
(提⾔内容
実現後)

•証憑書類の収集
道路占有許可(バス停)
道路証明書(幅員)

•公共交通会議で協議
協議結果証明書

•申請書作成
 Excelなどで⼿作り

•添付書類作成
図⾯は画像＋⼿書き

•運輸局に持参
(変更は郵送可能)

•書類で提出
数百ページ×数部

•⽬視確認
•形式的確認が中⼼
•リードタイム3か⽉(新規)

•道路関係の電⼦化
実現には道路インフラの

データ化がまず必要
(実現には時間がかかる
可能性)

必要性を改めた⽅が早
いか

•申請内容の電⼦化
GTFSフォーマットの活⽤
 その他情報もマシンリーダブ

ルな形式に
•申請内容の⾒直し
電⼦化を前提とした場合

に真に必要な情報は何か

•電⼦申請
単に提出をオンラインにし

たい訳ではない

•審査の電⼦化
システムによる審査
審査基準の明確化
 リードタイムの短縮

•GTFSでのデータ公開
GTFSの普及/利活⽤促進

【参考】

GTFS-JPを活⽤しながら許認可/変更認可申請をデジタル化するにあたっては、バス事業者、国交省それぞれ
の業務プロセスを連携させて、改善を図っていく必要がある。



15

本要望の実現により、バス事業者や国交省だけでなく、利⽤者や⾃治体などの関連ステークホルダにも間接的
に価値を⽣じさせることができる。

要望によって⽬指したい姿

 審査容易化
 監査対応効率化

 事業内容分析、施
策検討、情報公開
等への活⽤

 申請業務負荷軽減
 業界のデジタル化促進
 利⽤者サービス向上

GTFSを活⽤した
許認可申請

 バス業界向け
新サービス創造
（MaaS含む）

 利便性向上
 満⾜度、関⼼度向上

GTFSベースで
オープンデータ公開

国⺠への旅客運送サービス、
利便性の⾼い関連サービス

国⺠や企業に
政策・施策に関する情報発信

バス利用者（国民） 各バス事業者 各地域の運輸局・支局 自動車局旅客課

関連企業

【デジガバ】
オンライン
申請基盤

データに基づく事業者監査実施など

バス利⽤

データ蓄積・活⽤

上記に加えて

期待できる波及効果

 バス事業者に求める⼿続きのオンライン化＋GTFS活⽤を採⽤
（⾃治体の交通計画策定・改善の効率化、補助⾦⽀給業務の効率化・透明化等に寄与）

各地方自治体

警察/
道路管理者

 バス停の設置許可を得る際、バス事業者に求める⼿続きのオンライン化＋GTFS活⽤を採⽤
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要望によって⽬指したい姿（ITシステム連携観点）

バス事業者

⽬指す姿を実現するにあたっては、ITシステムの整備も重要である。その効果を最⼤化するためには、国交省と
バス事業者双⽅の現⾏業務プロセスおよび申請に必要な情報項⽬の⾒直しが課題となる。

国土交通省

 ExcelやPDFを受信するのではなく、
データとして申請内容を受信可能と
する（マシンリーダブル形式で受信）

 運輸局・⽀局における審査業務負
担軽減のため審査を⾃動化する

 旅客課が事業者情報をいつでも確
認・分析可能とし、政策や施策検討
への活⽤を図る

その他

申請受付システム 審査システムバス事業者側システム
（⽇々の運⾏計画・管理業務）

各地⽅⾃治体のシステム 検索サービス事業者システム

各地域の運輸局・⽀局

⾃動⾞局旅客課

 クラウドサービス(SaaS)化等により
バス事業者のコストを抑制する

 申請に必要な情報項⽬とGTFS-JP
間のギャップを埋める

 現在の紙の記載項⽬でなく、審査で
必要⼗分に⾜る項⽬に⾒直す
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今後の検討課題
要望によって⽬指したい姿を実現していくには、国⼟交通省の取組と同期していくことは重要である。それを念
頭に、現状業務分析等を⾏い、将来必要な対応事項を設計・実施していく必要がある。

1.現状業務分析

3.対応事項の実施

2.ロードマップ策定

許認可申請に係る⼀連の業務プロセス可視化、分析
→ 分析対象︓バス事業者内(準備)、バス事業者と国交省接点(申請・受付)、国交省内(審査、分析・活⽤)
添付書類を含め、申請時に真に必要な情報項⽬の特定、要否判断
上記2点を踏まえ、国交省が関わる業務プロセスのうち、優先的に業務プロセス改⾰（BPR）を⾏う範囲を特定
→ 国交省内に閉じる業務だけでなく、バス事業者にも影響を与える業務を含めて特定する

現状業務分析を⾏い、
費⽤対効果を勘案して

対象範囲を特定

BPRの進め⽅をロードマップ化
→ 誰が、何を（どの部分を）、どういったスケジュール感で、どのような⽅法(デジタル化含む)で進めるか等

段階的かつ継続的なロードマップにできるように、必要要素を分解したうえで策定する
→ 通達での対応など現⾏法内でできる内容/法改正を伴う内容の切り分け、

許認可に係る「申請」(複雑)/「届出」業務(⽐較的簡素)の区別、等

段階的かつ継続的な対応を
前提にロードマップ化

国交省BPRと
バス事業者デジタル化

を連動

ロードマップを踏まえながら、国交省が関わる業務プロセスのBPR実⾏
-BPRの中で、事業者からの申請「形式」も検討 → マシンリーダブル、かつGTFS-JP活⽤という形式にできるか
-同じく、申請「⼿段」も検討 → 現⾏の国交省汎⽤オンライン申請システムで対応できるのか、別のITシステムが必要か
引き続き、バス事業者におけるデジタル化促進
引き続き、GTFS-JPの普及促進
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【参考】業務負荷軽減効果

バス事業者

各地の
運輸局・
運輸⽀局

その他関連
ステークホ

ルダ

■申請準備時間
31回/年で700時間(※1)
※1 群⾺県前橋市の永井運輸(株)の平成30年度実績

【補⾜】
• ⼀度の申請において準備する紙の量は、約200ページ

（路線変更時。申請内容により量が変動）
• 提出先は5か所〜（それぞれに提出必要）

• 申請を通じて事業者関連情報がデータとして蓄積され、⾃動⾞局旅客課が簡単に閲覧可能が容易
• 同課が運輸局・運輸⽀局や⽇本バス協会に事業者情報について都度問合せる⼿間を削減

→運輸局・運輸⽀局や⽇本バス協会における問合せ対応稼働削減にもなる

約56万
時間

約800事業者(※2)
※2. 認可済み事業者数ベース
乗合バス︓ 826事業者

本要望内容が実現した場合、バス事業者側と⾏政側に⼤きな業務負荷軽減効果が⾒込まれる。
【削減可能時間】

参考︓地域公共交通の制度財源検討会（第14回）東京⼤学伊藤昌毅准教授資料より

• 申請の審査時間の削減（機械チェック、⾃動審査による審査作業の効率化）
• 監査対応時間の削減（電⼦データで管理されることによる監査準備作業の効率化）



19

終わりに︓バス産業への働きかけを切り⼝にした経済活性化

①事業許可申請および変
更認可申請⼿続きを電⼦
化すること

②申請内容をマシンリーダ
ブル、かつGTFS-JP（共
通フォーマット）を活⽤した
形式とすること

バス事業者の
デジタル化促進

⾏政⼿続きの
デジタル化促進

MaaS促進

申請内容を
データ分析＆政策
に活⽤

国⺠の
新たな移動⽬的
掘り起こし

持続的かつ循環型
バス産業構築

地域経済活性化

本要望実現により、バス事業者のさらなるデジタル化促進に繋がり、MaaS活性化にも貢献が可能。その結果、
国⺠が新たな移動⽬的を掘り起こすことで地域経済が活性化されるとともに、持続可能性のある循環型バス
産業構築にもなる。

本要望

効果的な
バス事業者⽀援

バス事業者の
経営改善



ご清聴ありがとうございました。


